
 

 

広島県防災ヘリコプター応援協定 

 

 広島県を甲とし，福山地区消防組合を乙として，甲乙両当事者は，甲の所有する防災ヘリコプ

ター（以下「航空機」という。）を用いた災害時の応援について，次のとおり協定を締結した。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は，乙が災害による被害を最小限に防止するため，航空機の応援を求めること

に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （協定区域） 

第２条 本協定に基づき乙が航空機の応援を求めることができる地域は，乙の区域とする。 

 （災害の範囲） 

第３条 この協定において「災害」とは，消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１条に規

定する水火災又は地震等の災害をいう。 

  （応援要請） 

第４条  この協定に基づく応援要請は，乙の長が，次のいずれかに該当し，航空機の活動を必要

と判断する場合に，広島県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

(1)  災害が，隣接する市町村等に拡大し，又は影響を与えるおそれのある場合 

(2)  乙の消防力によっては，防御が著しく困難と認められる場合 

(3)  その他救急救助活動等において，航空機による活動が最も有効な場合 

  （応援要請の方法） 

第５条  応援要請は，広島県防災航空センターに電話等により，次の事項を明らかにして行うも

のとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の日時，場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

(5) 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(6) 応援に要する資器材の品目及び数量 

(7) その他の必要事項 

 （防災航空隊の派遣） 

第６条  知事は，前条の規定により応援要請を受けたときは，災害発生現場の気象状態等を確認

の上，応援するものとする。 

２  前条の規定による応援要請に応じることができない場合は，知事は，その旨を速やかに乙の

長に通報するものとする。 

  （防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条  前条第１項の規定により応援する場合において，災害現場における広島県防災航空隊の

隊員（以下「隊員」という。）の指揮は，乙の長又は消防長が行うものとする。この場合におい

て，航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは，そ

の旨乙の長又は消防長に通告するものとする。 

 



 

 

  （消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には，乙の長から隊員を派遣している

市町村等の長に対して，広島県内広域消防相互応援協定（以下「相互応援協定」という。）第４

条の規定に基づく応援要請があったものとする。 

（経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する運航経費は，甲が負担するものとする。 

２  前条に該当する活動に従事する場合においても，応援に要する運航経費は，相互応援協定第

８条の規定にかかわらず，甲が負担するものとする。 

  （その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項は，甲乙両者が協議して定めるものとする。 

  （適用） 

第１１条 この協定は，平成８年７月１１日から実施する。 

 

  この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，知事及び乙の長は記名押印の上，各自それ

ぞれ 1通を所持する。 

 

 

                       甲  広島県 

                         代表者  広島県知事   藤 田  雄 山 

 

                       乙  福山地区消防組合 

                                          管理者       三 好    章 


